
別紙１

１　借入れ車両及び予定数量（令和８年度予定）

A 軽自動車 4 507

B 1,500cc以下 5 857

C 1,501～2,000cc以下 5 92

D 1,800～2,500cc以下 8 250

E 2,501cc以上 10 51

F
3,500cc以上

（マイクロバス）
28 67

２　車両借り入れ条件

・自動車損害賠償責任保険及び任意自動車保険に加入している車両であること。

・車両の受渡は、借受所属が借り入れの申込みを行った翌日までに、受渡が可能であること。

・借り入れの受取及び返還を行う営業所は、原則として申請ごとに同一営業所とする。

・営業所から貸し渡される車両は、燃料を満タンにしたものであること、また当該車両は借受所

　属が燃料を満タンにして営業所に返還するものとする。

・万一、車両に故障等が生じた場合は、別の車両と交換するものとする。

・原則として、全国に営業所等を有すること。

・次のJR各駅から、概ね半径２km以内に営業所等を有すること。

　東京駅、新横浜駅、名古屋駅、新大阪駅及び博多駅

・少なくとも、下記の日時において、電話による予約が可能であること。

　月曜～金曜（年末年始期間を除く）：午前９時00分から午後５時00分までの間

　土曜、日曜及び祝日（年末年始期間を除く）：午前９時00分から午後５時00分までの間

　（年末年始期間：令和８年12月29日～令和９年１月３日の間）

３　請求書について

・請求書は、別途指示する所属へ送付すること。

４．支払いについて

・賃借料は１か月毎に支払う。ただし、月をわたり使用する場合は、返還した日が属する月に計上

するものとする。

規格

車両借上げ条件等　    

区　　　分

各区分共通：カーナビ及びETC車載器搭載の車両。
　　　　　　　　 冬季には、必要に応じスタッドレスタイヤを装着した車両であること。

予定数量（台）
乗車
人員


